
授業目的公衆送信補償金分配規程実施細則 
 

授業目的公衆送信補償金分配規程（以下「分配規程」という。）第 16条の定め

により、授業目的公衆送信補償金の分配を実施するために必要な事項として、次

のとおり定める。 

 

（第 4条補償金の取扱い） 

第 1 条 授業目的公衆送信補償金規程第 4 条に定める補償金を支払う旨の申請

を教育機関設置者から受け、同条による補償金の請求・分配に資する情報を

受領した場合は、原則として SARTRAS 事務局による権利者特定等の整備によ

り補償金を請求するものとする。 

 

（任意報告の取扱い） 

第 2 条 教育機関から任意提出を受けた利用報告に基づく著作物の分配ポイン

トは、分配規程に基づき算出された数に、1/12 及び当該学校種において本会

が通常得ているサンプリング方式による利用報告対象として教育機関が抽出

される確率の百分比を乗じて得た数とする。 

 

（分配限度額算出時に分配額が割り当てられていない著作物等の取扱い） 

第 3 条 本会が、分配規程第 6 条第 2 項により受託団体ごとの規程第 3 条補償

金分配基金の分配限度額を定めたときに、分配額を割り当てなかった著作物等

について、次に例示する分配対象とすべき事実が判明した場合は、当該事実が判

明した時点で分配限度額が算出されていない事業年度の利用報告に加えること

により分配対象とする。ただし、第 5 条により分配額が充当された著作物等は

除く。 

（ア）分配除外との整備結果が撤回された著作物等 

（イ）分配限度額算出後に利用が判明した著作物等 

 

（分配限度額算出後に分配除外となる著作物等の取扱い） 

第 4 条 本会が、分配規程第 6 条第 2 項により受託団体ごとの規程第 3 条補償

金分配基金の分配限度額を定めた後、次に例示する分配対象とする必要のない

事実が判明した著作物等の分配額は、翌事業年度における規程第 3 条補償金分

配基金に組み入れる。なお、分配規程第 6 条第 1 項の初等中等教育分配基金と

高等教育分配基金それぞれに組み入れる額の算出方法は、分配規程第 15条の定

めによる。ただし、第 5条による充当に宛てられた著作物等の分配額は除く。 

（ア）著作権法第 35条による利用に該当しない著作物等 

（イ）著作権等の保護期間が満了している著作物等 

 

（第 3条及び第 4条にかかる特例） 

第 5 条 前条に該当する著作物等の分配額のうち、次の各号のすべてに該当す

るものは、翌事業年度における規程第 3条補償金分配基金に組み入れず、第 3条

に該当する著作物等の分配額に順次充当することができる。この場合の当該著



作物等は、該当する著作物等にかかる利用報告の報告対象期間が属する事業年

度の利用報告に追加のうえ、当該事業年度の翌事業年度に算出する分配ポイン

トにより分配額を算出する。 

（ア）第 3 条、第 4 条に該当するそれぞれの事実が判明した事業年度が同一で

あること 

（イ）第 3 条、第 4 条に該当する著作物等にかかる利用報告の報告対象期間が

同一の事業年度に属すること 

（ウ）第 4 条に該当する著作物等にかかる分配額が、当該著作物等の利用報告

の報告対象期間が属する事業年度の翌事業年度の分配限度額の算出による

ものであること 

 

（細則の改廃） 

第 6条 本細則の改廃は分配委員会の議を経て本会理事会が定める。 

 

附則 

（実施期日） 

1  本細則は、2022年 4 月 21日から実施する。 

2  本細則は、2022年 12 月 15日から実施する。 

3  本細則は、2023年 7 月 20日から実施する。 

4  本細則は、2023年 12 月 21日から実施する。 

5  本細則は、2024年 2 月 15日から実施する。 

 


